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遠
隔
手
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
ま
す
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新
潟
県
で
は
、
手
話
通
訳
を
必
要
と
す

る
人
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し

た
疑
い
が
あ
る
場
合
に
、
安
心
し
て
病
院

の
受
診
な
ど
が
で
き
る
よ
う
、
遠
隔
手
話

通
訳
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
遠
隔
手
話
通
訳
と
は
、
ろ
う
者
と
手
話

通
訳
者
が
、
離
れ
た
場
所
で
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て
手
話
通

訳
を
受
け
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
疑
い
が
あ
り
、
保
健
所
の

検
査
を
受
け
る
場
合
や
、
帰
国
者
・
接
触

者
相
談
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
た
受
診
を
す
る

場
合
に
限
り
利
用
で
き
ま
す
。

※
こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

の
ア
プ
リ
が
必
要
で
す
。
利
用
方
法
な

ど
詳
し
く
は
、市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
遠

隔
手
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
」
で
検
索
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い

議
会
の
ラ
ジ
オ
放
送
日
程

～
６
月
定
例
会
【
一
般
質
問
】
～

【
問
合
せ
】
議
会
事
務
局

　
☎
７
７
３
‐
６
６
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　「
Ｆ
Ｍ
ゆ
き
ぐ
に
」
で
、
６
月
市
議
会

定
例
会
の
一
般
質
問
を
放
送
し
ま
す
。
放

送
日
程
や
質
問
内
容
な
ど
の
詳
細
は
、
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
中
で
す
。

放
送
予
定
議
員

　（
質
問
順
位
、
敬
称
略
、
７
月
13
日
㈪

か
ら
放
送
予
定
）

佐
藤
　
剛
、
中
沢
一
博

勝
又
貞
夫
、
中
沢
道
夫

目
黒
哲
也
、
田
中
せ
つ
子

吉
田
光
利
、
梅
沢
道
男

寺
口
友
彦
、
岡
村
雅
夫

永
井
拓
三
、
桑
原
圭
美

清
塚
武
敏

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
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マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ
る
消
費

者
ト
ラ
ブ
ル
、
多
重
債
務
、
不
動
産
、
相

続
、
離
婚
な
ど
の
法
律
問
題
に
、
弁
護
士

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
、
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
　
７
月
16
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
場
　
本
庁
舎 

南
分
館
１
階 

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

定
員
　
５
人

※
相
談
時
間
は
１
人
約
30
分

締
切
り
　
７
月
15
日
㈬
　
正
午

申
込
み
　
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※
弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効
に
使
え

る
よ
う
、
申
込
み
時
に
相
談
員
が
概
要

を
伺
い
ま
す
。
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、

お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
と

猶
予
の
受
付
を
行
い
ま
す

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
市
民
課 

国
保
年
金
係

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
１

　
国
民
年
金
は
、
20
～
60
歳
の
す
べ
て
の

人
が
加
入
す
る
基
礎
年
金
で
す
。

　
令
和
２
年
度
の
保
険
料
は
、
月
額
１
６
，

５
４
０
円
で
す
。
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
人
は
、
免
除
・
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　「
全
額
免
除
」「
４
分
の
３
免
除
」｢

半

額
免
除｣

「
４
分
の
１
免
除
」、
50
歳
未
満

に
限
り
全
額
が
納
付
猶
予
さ
れ
る
「
納
付

猶
予
」
が
あ
り
ま
す
。
免
除
・
猶
予
を
希

望
す
る
人
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
後
に
申
請
者
本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
、
扶
養
人

数
、
失
業
な
ど
の
理
由
に
よ
り
審
査
を

行
い
ま
す

免
除
・
猶
予
対
象
期
間

　
７
月
～
令
和
３
年
６
月

申
請
受
付
　
７
月
１
日
㈬
か
ら

申
請
先
　
市
民
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ

ン
タ
ー
、
六
日
町
年
金
事
務
所

普
通
救
命
講
習
Ⅰ
を
開
催

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
消
防
本
部 

警
防
課 

救
急
係

　
☎
７
８
２
‐
５
３
３
１

　
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
応
急
手
当

を
学
び
ま
せ
ん
か
？

　
心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式

除
細
動
器
）
の
取
り
扱
い
な
ど
、
実
技
を

中
心
に
し
た
講
習
で
す
。
受
講
者
に
は
修

了
証
を
交
付
し
ま
す
。
初
め
て
の
人
も
気

軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時
　
８
月
１
日
㈯
　
午
前
９
時
～
正
午

会
場
　
南
魚
沼
市
消
防
本
部
〔
竹
俣
〕

定
員
　
20
人

費
用
　
無
料

締
切
り
　
７
月
25
日
㈯

※
必
ず
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
実
技
の
で
き

る
服
装
で
お
こ
し
く
だ
さ
い

掲
示
板

市
な
ど
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
掲
載
し
て
い
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で

中
止
や
延
期
、
内
容
が
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
最
新
の
情
報
は
、
各
主
催
者
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


